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No.855 2025 年 3 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344
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介護予防サービスのご紹介

　加齢に伴い、筋力や心身の活力が低下した状態を「フレイル（虚弱）」といいます。

　健康と病気の間のような段階で、高齢者の多くが「フレイル」の段階を経て要介護状態になると

考えられています。

　住み慣れた地域でいつまでも健康で楽しく生きがいを持って暮らせるよう、介護予防サービスを

上手に利用し、健康づくりと介護予防に取り組みながら、健康長寿を実現しませんか？

【町で実施している介護予防サービス】

サービス名 主な内容

筋力向上トレーニング 筋トレマシンによるトレーニングや柔軟体操

運動機能向上トレーニング 接骨院の先生による簡単なトレーニング方法の指導

介護予防デイサービス デイサービスセンターなどでのストレッチ・筋力アップ体操など

食事療養サービス 奥多摩病院にて管理栄養士の指導のもと治療食を提供

配食サービス 週３回ご自宅に夕食を配食し安否確認も実施

介護予防普及啓発訪問サービス 生活館などでの介護予防の取組方法の紹介・体操教室・講話など

※問い合わせは、奥多摩町地域包括支援センター　☎８３－８５５５

重度障害者（児）タクシー乗車料金等助成事業

　重度の障害者（児）の方で一定の要件を満たした方に対して、タクシー乗車料金等の助成事業

を行っています。令和６年度に認定を受けた方は、３月３１日までに利用された分が対象となり

ます。タクシー乗車料金の認定を受けた方につきましては、請求書を４月４日（金）までに請求

書と領収書を共に、保健福祉センター窓口へ提出してください。　

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

【子宮頸がん ( ＨＰＶ）予防接種のお知らせ】

〔平成９年度から平成２０年度生まれの女子のみなさんへ〕

　令和７年３月までに子宮頸がんワクチンを１回接種すると、令和８年３月３１日まで残り

２回の接種費用を公費で受けられます。

〔平成２１年度から平成２３年度生まれの女子の保護者のみなさんへ〕

　
公費で接種できる期限は、１６歳となる日の属する年度の末日までとなります。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７
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No.855 令和 7年 3月 5日広 報 お く た ま
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３月は自殺対策強化月間です

　例年３月は、進学、就職や転勤など、生活環境が大きく変動することが多い時期ということもあ

り、年間月別自殺者が多くなる傾向にあります。そのため国は自殺対策基本法で、３月を自殺対策

強化月間とし、自殺対策に関する理解と関心を深めるとともに、自殺対策を総合的に推進すること

としています。

　どうかひとりで悩みを抱え込まずに、まずは家族やご友人、職場の同僚など、身近な人にひとこ

と相談してください。もし、身近な人には相談しづらい、あるいは相談できる人が周りにいないと

いうときは、下記へご連絡いただき、あなたの不安やつらい気持ちを伝えてください。

　また、町では自殺対策強化月間の取り組みの一環として、「自殺予防パンフレット」を作成し、

全戸配布をするほか、心の健康対策事業講演会を行います。

※問い合わせは、福祉保健課　☎８３－２７７７

 心の健康対策事業講演会　
　うつにならない うつを軽くする「心が楽になるための処方箋」

～心穏やかに過ごすために暮らしの中でできること～

　心が楽だと、頭がクリアになり、前向きな行動につながりますが、心がつらいときは、嫌なことが

いつまでも心に残り、悩み続けてしまうことはありませんか？

　心穏やかに過ごすために、日常生活の中でできることを、いつも心穏やかで患者さんの心をほっと

させてくれる秋川病院院長の植田先生にご伝授いただきます。　

　詳しくは３月５日に自治会を通じて配布されるチラシをご覧ください。

　〔日時〕　３月２３日（日）　午後２時～	（受付：午後 1時３０分～）

　〔講師〕　秋川病院院長　植田宏樹先生（精神科医）

　〔会場〕　文化会館 1階　多目的室

＊マインドフルネス（「今」だけに集中できるような、精神状態を意識的につくっていくこと）の

　ミニ実習もありますので、楽な服装でお越しください。

＊駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※申し込み、問い合わせは、福祉保健課　☎８３ー２７７７

　１月１７日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する

法律」が施行されました。補償金等の受け付け、相談窓口はつぎのとおりです。

　〔支給の種類〕

　　●補　償　金　　　　　対		象：本人および特定配偶者の方（またはその遺族の方）

　　　　　　　　　　　　　支給額：本人１，５００万円、特定配偶者５００万円

　　●優生手術等一時金　　対　象：本人で生存している方

　　　　　　　　　　　　　支給額：３２０万円

　　●人工妊娠中絶一時金　対　象：本人で生存している方

　　　　　　　　　　　　　支給額：２００万円

　〔請求期限〕　令和１２年１月１６日まで

※受け付け、相談窓口は、東京都旧優生保護法補償金等受付・相談窓口　（平日午前９時～午後５時）

　　　　　　　　　　　　☎ ０３－５３２０－４２０６　ＦＡＸ	０３－５３８８－１４０１

旧優生保護法補償金等の受付・相談窓口について
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